
令和８年第２回都城市議会定例会（３月）

（議案第３号～第６０号、諮問第１号）





  

議案第２９号 

 

 

   都城市印鑑登録及び証明に関する条例及び都城市手数料条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 

 都城市印鑑登録及び証明に関する条例及び都城市手数料条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市印鑑登録及び証明に関する条例及び都城市手数料条例の一部を改正する条例  
 （都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正） 

第１条 都城市印鑑登録及び証明に関する条例（平成18年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

（登録事項） （登録事項） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 市長は、前項の規定により登録原票に登録した事項を電子計

算組織（定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処

理する電子的機器の組織をいう。以下「電子計算組織」という。）

に記録し、保存するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する登録原票を電子計算組織（定められ

た一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器

の組織をいう。以下「電子計算組織」という。）に記録し、保存

するものとする。 

（印鑑登録証明書の交付） （印鑑登録証明書の交付） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 前項の印鑑登録証明書は、第６条第２項の規定により記録し

た事項（登録番号及び登録年月日を除く。）を電子計算組織か

ら出力し、作製するものとする。ただし、これにより難い場合

は、登録原票の印影を複写して作製するものとし、印影のほか

次に掲げる事項を記載したものとする。 

２ 前項の印鑑登録証明書は、第６条第２項の規定により記録し

た事項（登録番号及び登録年月日を除く。）を電子計算組織か

ら出力し、作成するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記

載したものとする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

（多機能端末機及び利用者操作用端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第16条 第14条及び前条第１項の規定にかかわらず、印鑑登録者

は、多機能端末機（地方公共団体情報システム機構の使用に係

る電子計算機を経由して、本市の電子計算組織と電気通信回線

により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するも

のをいう。）及び利用者操作用端末機（市の窓口に設置する端

末機で、証明書の交付申請の機能を有するものをいう。）で、

第16条 第14条及び前条第１項の規定にかかわらず、印鑑登録者

は、多機能端末機（地方公共団体情報システム機構の使用に係

る電子計算機を経由して、本市の電子計算組織と電気通信回線

により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するも

のをいう。）で、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に ７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団 

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個

人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号。以下「公的

個人認証法」という。）第22条第１項に規定する個人番号カー

ド用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）又は

スマートフォン（自動データ処理機械の機能（例えば、複数の

アプリケーション（サードパーティー製のものを含む。）のダ

ウンロード及び作動の同時実行）を果たすように設計されたモ

バイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電

話（デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えている

かいないかを問わない。）をいう。）（公的個人認証法第35条の

２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が

記録されたものに限る。）を使用して、印鑑登録証明書の交付

を申請し、その交付を受けることができる。 

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第

153号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第１項に規定

する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたも

のに限る。）又はスマートフォン（自動データ処理機械の機能

（例えば、複数のアプリケーション（サードパーティー製のも

のを含む。）のダウンロード及び作動の同時実行）を果たすよ

うに設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した

携帯回線網用の電話（デジタルカメラ、ナビシステムその他の

機能を備えているかいないかを問わない。）をいう。）（公的個

人認証法第35条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証

明用電子証明書が記録されたものに限る。）を使用して、印鑑

登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

 （都城市手数料条例の一部改正） 

第２条 都城市手数料条例（平成18年条例第101号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係） 

種類 区分 単位 金額 備考 

 （略） 

２ 公簿

又は図

面の謄

本若し

くは抄

本又は 

住民票の

写し 

１件 多機能端末機（都城市個

人番号カードを利用した

多機能端末機及び利用者

操作用端末機による証明

書 等 交 付 に 関 す る 要 綱

（平成28年度告示第385

150円  

種類 区分 単位 金額 備考 

 （略） 

２ 公簿

又は図

面の謄

本若し

くは抄

本又は

住民票の

写し 

１件 多機能端末機（都城市利

用者証明用電子証明書を

利用した多機能端末機に

よる証明書等交付に関す

る要綱（平成28年度告示

第385号）第２条第３号に

150円 
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写しの

交付手

数料 

  号）第２条第３号に規定

す る 多 機 能 端 末 機 を い

う。以下同じ。）を利用し

た交付の場合 

   

 （略） 

 （略） 
 

写しの

交付手

数料 

  規定する多機能端末機を

いう。以下同じ。）を利用

した交付の場合 

 

 

 （略） 

 （略） 
 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２９号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：地域振興部市民課】 

条例名 都城市印鑑登録及び証明に関する条例及び都城市手数料条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

標準準拠システムへの移行に伴う印鑑登録原票に関する取扱いの変更等について

所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 都城市印鑑登録及び証明に関する条例 

(１) 記録・保存対象の変更（第６条関係） 

これまでは、登録原票に登録した事項を電子計算組織に記録・保存するものとし

ていたが、登録原票が印影及び印影以外の情報をシステム上（電子計算組織）に登

録する内容に変更されるため、記録・保存対象の変更について明記。 

 

(２) 印鑑登録証明書を電子計算組織より出力・作製し難い場合の対応を削除（第

15 条関係） 

印影の紙（可視台帳）を保管しない運用に変更するため、印影を複写して作製す

る取扱いに関する記載を削除。 

 

(３) 利用者操作用端末機についての規定を削除（第 16 条関係） 

利用者操作用端末機は、多機能端末機の設置に伴い、撤去されているため利用者

操作用端末機についての記載を削除。 

 

２ 都城市手数料条例 

利用者操作用端末機についての規定を削除（別表第５） 

利用者操作用端末機は、多機能端末機の設置に伴い、撤去されているため利用者

操作用端末機についての記載を削除。 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３０号 

 

 

   都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市職員定数条例の一部を改正する条例 

 都城市職員定数条例（平成18年条例第33号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（定数） （定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市長の事務部局の職員 1,029人 (１) 市長の事務部局の職員 1,039人 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

(５) 農業委員会の事務部局の職員 11人 (５) 農業委員会の事務部局の職員 10人 

(６) （略） (６) （略） 

(７) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属

する教育機関の職員 91人 

(７) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属

する教育機関の職員 94人 

(８) 上下水道局の職員 77人 (８) 上下水道局の職員 76人 

(９) 消防機関の職員 184人 (９) 消防機関の職員 186人 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
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議案第３０号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総合政策部総合政策課】 

条例名 都城市職員定数条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

令和９年に宮崎県で開催される国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の

準備・運営等に伴う行政需要等を踏まえ、令和８年度の組織再編に伴う職員定数の

上限を見直すため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

 各部局等の職員定数を令和８年４月１日時点の定数に変更 

区分 
定数（人） 増減 

（人） 現行 改正案 

市長の事務部局の職員 1,029 1,039 10 

議会の事務部局の職員 10 10  

選挙管理員会の事務部局の職員 4 4  

監査委員の事務部局の職員 7 7  

農業委員会の事務部局の職員 11 10 ▲1 

公平委員会の事務部局の職員 1 1  

教育委員会の事務部局の職員及び教育委員

会の所管に属する教育機関の職員 
91 94 3 

上下水道局の職員 77 76 ▲1 

消防機関の職員 184 186 2 

合計 1,414 1,427 13 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３１号 

 

 

   都城市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市税条例の一部を改正する条例 

 都城市税条例（平成18年条例第99号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（公示送達） （公示送達） 

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、都城市公告式規

則（平成18年規則第２号）第２条に規定する掲示場に掲示して

行うものとする。 

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条

第２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）

を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規

則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるととも

に、公示事項が記載された書面を都城市公告式規則（平成18年

規則第２号）第２条に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項

を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの

閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってす

るものとする。 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下

「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に規定す

る検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてそ

の旨とする。 

第18条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は、道路

運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむ

を得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨

とする。 

   附 則 

 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

1
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議案第３１号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部市民税課】 

条例名 都城市税条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 地方税法等の一部を改正する法律（令

和５年法律第１号）附則第１条第 12 号

に掲げる規定の施行の日 

制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

地方税法が改正されたことに伴い、公示送達の方法等について、所要の改正を行

うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ インターネット等を用いる方法による公示送達について規定（第 18 条） 

 公示送達について、公示事項をインターネットを用いる方法により閲覧できる状

態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示し、

又は市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることを規定。 

 

２ 文言の整理（第 18 条の３） 

 １の改正に伴う文言の整理。 

 

関係する法令 

及びその条項 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３２号 

 

 

   都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 

 都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 都城市消防団員等公務災害補償条例（平成18年条例第258号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次の各号の定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次の各号の定めるところによる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又

は応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し又は応急措

置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若し

くは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合に

は、9,700円とする。ただし、その額が、その者の通常得てい

る収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、 

14,500円を超えない範囲内においてこれを増額した額とする

ことができる。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又

は応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し又は応急措

置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若し

くは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合に

は、10,000円とする。ただし、その額が、その者の通常得て

いる収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、 

15,000円を超えない範囲内においてこれを増額した額とする

ことができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は消

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故

発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団

員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につき100円を、第２号に

該当する扶養親族については１人につき383円を、第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき

217円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は消

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故

発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団

員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につき433円を、第２号か

ら第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人に

つき217円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とす

る。 
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(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。） 

 

(２) （略） (１) （略） 

(３) （略） (２) （略） 

(４) （略） (３) （略） 

(５) （略） (４) （略） 

(６) （略） (５) （略） 

４ （略） ４ （略） 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

補償基礎額表   補償基礎額表 

階級 勤務年数 

10年未満（円） 10年以上20年

未満（円） 

20年以上（円）

団長及び副団長 12,900 13,700 14,500

分 団 長 及 び 副 分

団長 

11,300 12,100 12,900

部長、班長及び団

員 

9,700 10,500 11,300

 

階級 勤務年数 

10年未満（円） 10年以上20年

未満（円） 

20年以上（円）

団長及び副団長 13,340 14,170 15,000

分 団 長 及 び 副 分

団長 

11,670 12,500 13,340

部長、班長及び団

員 

10,000 10,840 11,670

 

 備考   備考  

  １・２ （略）   １・２ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以

後に支給すべき事由の生じた都城市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並

びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する

障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき
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事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第３２号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部危機管理課】 

条例名 都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員

等に対する損害補償に係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額について、所

要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正

点） 

１ 消防団員等の補償基礎額の改定（第５条第２項、別表第１関係） 

(１) 非常勤消防団員の補償基礎額の改定 

非常勤消防団員の補償基礎額を次の表のとおり改正する。 

階級 

勤務年数 

10 年未満（円） 10 年以上 20 年未満

（円） 

20 年以上（円） 

団長及び副団長 12,900 → 13,340 13,700 → 14,170 14,500 → 15,000 

分団長及び副分団長 11,300 → 11,670 12,100 → 12,500 12,900 → 13,340 

部長、班長及び団員 9,700 → 10,000 10,500 → 10,840 11,300 → 11,670 

 

(２) 消防作業従事者等の補償基礎額の改定 

消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額 9,700 円 → 10,000 円 

  消防作業従事者等に係る補償基礎額の最高額 14,500 円 → 15,000 円 

 

２ 扶養に係る補償基礎額の加算額の改定（第５条第３項関係） 

区分 

配 偶 者

(婚姻の

届出をし

ないが、

事実上婚

姻関係と

同様の事

情にある

者 を 含

む 。 ) 

2 2 歳に

達する日

以後の最

初の３月

3 1 日ま

での間に

あ る 子 

2 2 歳に

達する日

以後の最

初の３月

3 1 日ま

での間に

あ る 孫 

6 0 歳 以

上の父母

及び祖父

母 

2 2 歳に

達する日

以後の最

初の３月

3 1 日ま

での間に

ある弟妹 

重度心身

障害者 

令和７年度 

加算額：日額 

第 1 号 第 2 号 第 3 号 第 4 号 第 5 号 第 6 号 

100 円 383 円 217 円 

令和８年度 

加算額：日額 

 第 1 号 第 2 号 第 3 号 第 4 号 第 5 号 

廃止 433 円 217 円 
 

 

関係する法令 

及びその条項 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第 335 号） 
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制定改廃を要

する関係条例

等 

 

備考  
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議案第３３号 

 

 

   都城市地方創生基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市地方創生基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市地方創生基金条例の一部を改正する条例 

 都城市地方創生基金条例（平成28年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（設置） （設置） 

第１条 地方創生を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第241条第1項の規定に基づき、都城市地方創生基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

第１条 地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第４項第２号

に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する費用

に充てるほか、地方創生を推進するため、地方自治法(昭和22

年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市地方創生基

金（以下「基金」という。）を設置する。  
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３３号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総合政策部総合政策課】 

条例名 都城市地方創生基金条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日 制定年月 平成 28 年３月 

制定改廃の 

目的・背景 

 企業からの地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金を積み立てる

ため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

 企業版ふるさと納税による寄附金を積み立てできるよう、基金の設置目的が、地

域再生法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要

する費用に充てるためであることを追記する。 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第２号 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 241 条第１項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３４号 

 

 

   都城市児童館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市児童館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市児童館条例の一部を改正する条例  
 都城市児童館条例（平成18年条例第117号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 第２条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

都城市安久児童館  （略） 

都城市鷹尾児童館 都城市南鷹尾町26街区13号 

 （略） 
 

名称 位置 

 （略） 

都城市安久児童館  （略） 

 

 （略） 
 

   附 則 

 この条例は、令和８年10月１日から施行する。 
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議案第３４号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：こども部こども政策課】 

条例名 都城市児童館条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年 10 月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

施設の老朽化及びたかお保育所の移転建替えに伴い、都城市鷹尾児童館を廃止す

るため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

第２条表中都城市鷹尾児童館の項を削る。 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３５号 

 

 

   都城市児童プール条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市児童プール条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市児童プール条例の一部を改正する条例  
 都城市児童プール条例（平成18年条例第122号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 プールの名称及び位置は、次の表のとおりとする。 第３条 プールの名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

都城市豊満児童プール 都城市豊満町1574番４ 

都城市下長飯児童プール  （略） 

都城市神之山児童プール 都城市神之山町1838番２ 

 （略） 

都城市丸谷児童プール  （略） 

都城市下水流児童プール 都城市下水流町2966番 

都城市堂山児童プール 都城市丸谷町2695番７ 

都城市都北児童プール 都城市都北町1082番１ 

都城市あやめ原児童プール 都城市菖蒲原町19号10番１ 

都城市横市児童プール 都城市横市町81番１ 

 （略） 
 

名称 位置 

 

都城市下長飯児童プール 

 

 

 （略） 

 （略） 

都城市丸谷児童プール 

 

 

 

 

 

 （略） 

 （略） 
 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３５号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：こども部こども政策課】 

条例名 都城市児童プール条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

施設の老朽化に伴い、一部の児童プールを廃止するため、所要の改正を行うも

の。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

第３条表中都城市豊満児童プール、都城市神之山児童プール、都城市下水流児童

プール、都城市堂山児童プール、都城市都北児童プール、都城市あやめ原児童プー

ル、都城市横市児童プールの項を削る。 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３６号 

 

 

   都城市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について 

 

 

 都城市老人いこいの家条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市老人いこいの家条例を廃止する条例 

 都城市老人いこいの家条例（平成18年条例第132号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年10月１日から施行する。 
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議案第３６号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：福祉部福祉課】 

条例名 都城市老人いこいの家条例を廃止する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  ■ 廃止 

施行予定日 令和８年 10 月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

施設の老朽化、ボイラーの耐用年数の大幅超過、設備の不具合等に伴い、都城市

老人いこいの家を廃止するため、条例を廃止するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

都城市老人いこいの家条例を廃止するもの 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３７号 

 

 

   都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 

 都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例 

 都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例（平成18年条例第140号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例  都城市障がい者教養文化体育施設条例  
（設置） （設置） 

第１条 中小企業に雇用されている勤労身体障害者（雇用保険法

（昭和49年法律第116号）に定める被保険者であって、身体障害

者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている身体障害者をいう。以下同

じ。）の機能の回復向上、健康の増進、コミュニケーション及

び教養文化等のための便宜を供与し、勤労身体障害者の雇用の

安定及び福祉の増進を図るため、地方自治法（昭和22年法律第 

67号）第244条の２第１項の規定に基づき、都城市都原町3369

番地に都城市勤労身体障害者教養文化体育施設（以下「施設」

という。）を設置する。 

第１条 障がいのある者の教養、文化の発展、体力の向上等に資

するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１

項の規定に基づき、都城市都原町3369番地に都城市障がい者教

養文化体育施設（以下「施設」という。）を設置する。 

（利用者の範囲） （利用者の範囲） 

第２条 施設を利用できる者は、雇用保険法の被保険者及び被保

険者であった者のうち身体に障害があるものとする。ただし、

支障がないときは、その他の者に利用させることができる。 

第２条 施設を利用できる者は、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第288号）第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条に規

定する精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度について

（昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）に基

づく療育手帳の交付を受けている者又はこれらと同等の状態に

あると市長が認める者（以下「障がい者」という。）とする。

ただし、障がい者の利用に支障がないときは、その他の者に利

用させることができる。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 
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第14条 市が公用で利用する場合は、使用料は、徴収しない。 第14条 次に掲げる事項に該当する場合は、使用料は、徴収しな

い。ただし、市が公用で利用する場合を除き、冷暖房施設を使

用するときは、冷暖房施設使用料は、徴収する。 

 (１) 市が公用で利用する場合 

 (２) 障がい者及び当該障がい者が必要とする介護人が利用す

る場合 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減

額し、又は免除することができる。ただし、冷暖房施設を使用

するときは、冷暖房施設使用料は、徴収する。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減

額し、又は免除することができる。ただし、冷暖房施設を使用

するときは、冷暖房施設使用料は、徴収する。 

(１) 身体障害者及び社会福祉関係団体がその目的のために利

用する場合であって、かつ、市長が適当と認める場合 

(１) 社会福祉関係団体その他障がい者のための事業を実施す

るものが第１条に規定する目的のために利用する場合 

(２) 市が行う事業のために利用する場合 (２) 市内の65歳以上のグループが公益目的で利用する場合 

３ （略） ３ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３７号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：福祉部障がい福祉課】 

条例名 都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年 1 月 

制定改廃の 

目的・背景 

施設利用者の範囲等を変更するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 施設名称の変更 

 施設名を都城市障がい者教養文化体育施設に変更。それに伴い、条例名も変更。 

  

２ 利用者に関する規定の整理（第１条、第２条） 

 主な利用者を「勤労者かつ身体障がい者」としているところ、広く障がい者全般

が利用者である旨に変更。 

 

３ 使用料の減免等に関する規定の整理（第 14 条） 

(１) 使用料を徴収しない事項（第１項）に、「障がい者及び当該障がい者が必要

とする介護人が利用する場合」を追加。 

(２) 減免できる場合（第２項）を「社会福祉関係団体その他障がい者のための事

業を実施するものが第１条に規定する目的のために利用する場合」又は「市内の

65 歳以上のグループが公益的目的で利用する場合」へ変更。 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３８号 

 

 

   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 都城市国民健康保険税条例（平成18年条例第157号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（課税額） （課税額） 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保

険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費

納付金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高

齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に

よる納付金（以下この条において「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(１) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保

険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費

納付金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高

齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定によ

る納付金（以下この条において「介護納付金」という。）及

び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定によ

る子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・

子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる

部分を除く。）に充てるための保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

 (４) 子ども・子育て支援納付金課税額（保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた
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めの保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を

超える場合においては、基礎課税額は、66万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合に

おいては、基礎課税額は、66万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万

円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26

万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険

者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、

介護納付金課税額は、17万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険

者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、17万円とする。 

 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以

上被保険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第703条の４第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山
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第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。）に別表第１に定める率を乗じて算定される額とする。 

林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に別表第１に定める率を乗じて算定

される額とする。 

２ （略） ２ （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額）  

第５条 第３条第２項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額

のうち、土地及び家屋に係る部分の額に別表第１に定める率を

乗じて算定される額とする。 

 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額及び世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額及び世帯別平等割額） 

第６条 （略） 第５条 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第６条の２ （略） 第６条 （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の資産割額） 

 

第６条の３ 第３条第３項の資産割額は、当該年度分の固定資産

税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に別表第２に定める

率を乗じて算定される額とする。 

 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額及び世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額及び世帯別平等割額） 

第６条の４ （略） 第６条の２ （略） 

（介護納付金課税被保険者に係る資産割額） 

第８条 第３条第４項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に

係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部

分の額に別表第３に定める率を乗じて算定される額とする。 
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（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別

平等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別

平等割額） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の所得割額） 

 第９条 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に別表第４に定める率を乗じて算定される額とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額並びに

世帯別平等割額） 

 第９条の２ 第３条第５項の被保険者均等割額及び18歳以上被保

険者均等割額並びに世帯別平等割額は、被保険者１人及び１世

帯について、別表第４に定める額とする。 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第27条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から別

表第４に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が66

万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額から別表第５に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円）及

び同条第４項本文の介護納付金課税額から別表第６に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）の合算額とする。 

第27条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から別

表第５に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が66

万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額から別表第６に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円）、

同条第４項本文の介護納付金課税額から別表第７に定める額を

減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合に

は、17万円）並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額から別表第８に定める額を減額して得た額の合算額と

する。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」

6
4



という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児に

つき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児に

つき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア ７割軽減対象者 3,945円 ア ７割軽減対象者 3,885円 

イ ５割軽減対象者 6,575円 イ ５割軽減対象者 6,475円 

ウ ２割軽減対象者 10,520円 ウ ２割軽減対象者 10,360円 

エ アからウまでに掲げる者以外の納税義務者 13,150円 エ アからウまでに掲げる者以外の納税義務者 12,950円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

ア ７割軽減対象者 750円 ア ７割軽減対象者 1,350円 

イ ５割軽減対象者 1,250円 イ ５割軽減対象者 2,250円 

ウ ２割軽減対象者 2,000円 ウ ２割軽減対象者 3,600円 

エ アからウまでに掲げる者以外の納税義務者 2,500円 エ アからウまでに掲げる者以外の納税義務者 4,500円 

 (３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア ７割軽減対象者 150円 

イ ５割軽減対象者 250円 

ウ ２割軽減対象者 400円 

エ アからウまでに掲げる者以外の納税義務者 500円 

３ （略） ３ （略） 
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４ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条

の89第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する

所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条

の89第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する

所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算

定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(２) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第５条の規定により算

定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(３) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第６条の２の規

定により算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

(３) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第６条の規定に

より算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(４) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第６条

の４の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(４) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第６条

の２の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(５) （略） (５) （略） 

(６) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定に

(６) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の規定に
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より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援

納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の

規定により算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

 (８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第９条の２の規定により算定した被保険者均等割額（第１項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

別表第１（第４条―第６条関係） 別表第１（第４条・第５条関係） 

基礎課税分 基礎課税分 

所得割

（％） 

資産割

（％） 

均 等 割 額

（円）（被保

険 者 １ 人 当

たり） 

平等割額（円）（１世帯当た

り） 

特 定 世 帯

及 び 特 定

継 続 世 帯

以外 

特定世

帯 

特定継続世

帯 

11.40 21.60 26,300 25,600 12,800 19,200
 

所得割（％）均等割額（円）

（被保険者１人

当たり） 

 

 

 

平等割額（円）（１世帯当たり） 

 

特 定 世 帯 及

び 特 定 継 続

世帯以外 

特定世

帯 

特定継続世

帯 

10.22 25,900 21,500 10,750 16,125
 

別表第２（第６条の２―第６条の４関係） 別表第２（第６条・第６条の２関係） 

後期高齢者支援金等課税分 後期高齢者支援金等課税分 

所得割 資産割 均等割額 平等割額（円）（１世帯当た 所得割（％）均等割額（円） 平等割額（円）（１世帯当たり） 
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（％） （％） （円）（被保

険 者 １ 人 当

たり） 

り） 

特 定 世 帯

及 び 特 定

継 続 世 帯

以外 

特定世

帯 

特定継続世

帯 

2.05 4.30 5,000 4,800 2,400 3,600
 

（被保険者１人

当たり） 

 

 

 

 

特 定 世 帯 及

び 特 定 継 続

世帯以外 

特定世

帯 

特定継続世

帯 

3.16 9,000 7,000 3,500 5,250
 

別表第３（第７条―第９条関係） 別表第３（第７条・第８条関係） 

介護納付金課税分 介護納付金課税分 

所得割（％） 資産割（％） 均等割額（円） 

（被保険者１人

当たり） 

平等割額（円） 

（１世帯当たり）

2.70 4.30 7,800 6,200
 

所得割（％） 均等割額（円） 

（被保険者１人当た

り） 

平等割額（円） 

（１世帯当たり） 

2.81 8,400 6,000
 

 別表第４（第９条―第９条の２関係） 

子ども・子育て支援納付金課税分 

 所得割

（％） 

均等割額（円）

（被保険者１

人当たり） 

18歳以上均等

割額（円）（被

保険者１人当

たり） 

平等割額（円）（１世帯

当たり） 

特定世帯

及び特定

継続世帯

以外 

特 定

世帯 

特 定 継

続世帯 

0.32 1,000 100 600 300 450
 

別表第４（第27条関係） 別表第５（第27条関係） 

基礎課税分に係る減額分（単位：円） 基礎課税分に係る減額分（単位：円） 

種類 ７割軽減対

象者 

５割軽減対象

者 

２割軽減対象

者 

均等割額 18,410 13,150 5,260

平 等 割

額 

特定世帯及

び特定継続 

17,920 12,800 5,120

種類 ７割軽減対

象者 

５割軽減対象

者 

２割軽減対象

者 

均等割額 18,130 12,950 5,180

平 等 割

額 

特定世帯及

び特定継続 

15,050 10,750 4,300
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 世帯以外 

特定世帯 8,960 6,400 2,560

特定継続世

帯 

13,440 9,600 3,840

 

 世帯以外 

特定世帯 7,525 5,375 2,150

特定継続世

帯 

11,287 8,062 3,225

 

別表第５（第27条関係） 別表第６（第27条関係） 

後期高齢者支援金等課税分に係る減額分（単位：円） 後期高齢者支援金等課税分に係る減額分（単位：円） 

種類 ７割軽減対

象者 

５割軽減対象

者 

２割軽減対象

者 

均等割額 3,500 2,500 1,000

平 等 割

額 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外 

3,360 2,400 960

特定世帯 1,680 1,200 480

特定継続世

帯 

2,520 1,800 720

 

種類 ７割軽減対

象者 

５割軽減対象

者 

２割軽減対象

者 

均等割額 6,300 4,500 1,800

平 等 割

額 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外 

4,900 3,500 1,400

特定世帯 2,450 1,750 700

特定継続世

帯 

3,675 2,625 1,050

 

別表第６（第27条関係） 別表第７（第27条関係） 

介護納付金課税分に係る減額分（単位：円） 介護納付金課税分に係る減額分（単位：円） 

種類 ７割軽減対象者 ５割軽減対象者 ２割軽減対象者 

均等割額 5,460 3,900 1,560

平等割額 4,340 3,100 1,240
 

種類 ７割軽減対象者 ５割軽減対象者 ２割軽減対象者 

均等割額 5,880 4,200 1,680

平等割額 4,200 3,000 1,200
 

 別表第８（第27条関係） 

子ども・子育て支援納付金課税分に係る減額分（単位：円） 

 種類 ７割軽減対象

者 

５割軽減対象

者 

２割軽減対象

者 

均等割額 700 500 200

18歳以上均等割額 70 50 20

平 等 割

額 

特定世帯及

び特定継続 

420 300 120
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 世帯以外 

特定世帯 210 150 60

特定継続世

帯 

315 225 90

 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以降の国民健康保険税について適用し、令和７年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

7
0



議案第３８号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：健康部保険年金課】 

条例名 都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

 宮崎県内の保険税水準統一に向けて、国民健康保険税の賦課方式を現行の４方式

（所得割・資産割・均等割・平等割）から３方式（所得割・均等割・平等割）に変

更し、資産割廃止に伴う税率等を調整するとともに、「子ども・子育て支援法等の

一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号）」により創設された「子ども・子育

て支援納付金課税」に対応するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 資産割廃止に係る改正 

(１) 第３条第２項及び第３項並びに第４項中「及び資産割額」を削除 

(２) 第５条、第６条の３及び第８条を削除 

(３) 別表第１～別表第３の資産割欄の削除 

 

２ 税率変更に係る改正 

別表第１～別表第３の税率変更 

 

３ 税率変更に伴う保険税減額に係る改正 

(１) 第 27 条第１項中「別表第４」を「別表第５」、「別表第５」を「別表第 

６」、「別表第６」を「別表第７」に変更 

(２) 第 27 条第２項第１号及び第２号の各区分における金額の変更 

 

４ 子ども・子育て支援金制度に対応する部分の改正 

以下の規定を追加 

(１) 第３条第１項第１号に「子ども・子育て支援納付金」を追加 

(２) 第３条第１項第４号を追加（子ども・子育て支援納付金課税額） 

(３) 第３条第５項を追加（子ども・子育て支援納付金課税額の算定方法） 

(４) 第９条を追加 （子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

(５) 第９条の２を追加（子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額及

び世帯別平等割額） 

(６) 第 27 条第２項中第３号を追加（子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

(７) 第 27 条第４項に第７号と第８号を追加（子ども・子育て支援納付金の出産

被保険者に係る減額規定） 

(８) 別表第４及び別表第８を追加 
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５ その他の修正改正 

条ずれに関する改正 

関係する法令 

及びその条項 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 703 条の４、703 条の５ 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第３９号 

 

 

   都城市学校給食条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市学校給食条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市学校給食条例の一部を改正する条例  
 都城市学校給食条例（令和３年条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（給食費の徴収） （給食費の徴収） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 市長は、児童等以外の者に学校給食を提供した場合は、当該

学校給食に係る給食費に相当する額を当該者から徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、都城市立小中学校条例に定める小

学校（白雲小学校を除く。）に通う児童の保護者等が負担する

給食費は、徴収しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る保護者等については、当該各号に定める額について徴収する。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第13条に規定する教

育扶助により給食費の支給を受けている保護者等 給食費の

全額 

(２) 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者であって、

学校教育法第19条に規定する援助により給食費の支給を受け

ている保護者等 給食費の全額 

(３) 前２号に掲げるもののほか、給食費を徴収する必要があ

る者として規則で定めるもの 給食費のうち規則で定める割

合を減じた額 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３９号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：教育委員会学校給食課】 

条例名 都城市学校給食条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 令和３年６月 

制定改廃の 

目的・背景 

国による学校給食費の抜本的な負担軽減の実施に伴い、本市の学校給食費の徴収

について整理するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 児童の保護者等から給食費を徴収しない（無償化）規定の追加（第５条関係） 

(１) 国による学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）の実施に伴

い、児童の保護者等からは給食費を徴収しない旨の規定を追加。 

(２) 他の制度で給食費の支援を受けている児童は、当該制度上の支援が継続され

るため、対象から除外する規定を追加。 

 

２ 児童生徒以外の者に学校給食を提供した場合に給食費相当額を徴収する規定の

削除（第５条関係） 

学校給食法第３条において、学校給食は「児童又は生徒に対し実施されるもの」

と定義されていることに鑑み、児童生徒以外の者（教職員等）に学校給食を提供し

た際の給食費相当額の徴収に関する規定は別に定めることが適当であると判断した

ため、関係規定を修正。 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 19 条 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条、第 13 条 

学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）第３条 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第４０号 

 

 

   都城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 都城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件） （乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

第８条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊

かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であ

って、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

第８条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊

かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であ

って、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、

法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の

修得、維持及び向上に努めなければならない。 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、

法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の

修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法

第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法

第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第15条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

第15条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 (６) 利用定員 

(７) 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及

び利用に当たっての留意事項 

(７) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項

その他の利用に当たっての留意事項 
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(８)～(11) （略） (８)～(11) （略） 

(秘密保持等) (秘密保持等) 

第17条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

第17条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ （略） ２ （略） 

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」

という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育

所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居

宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、

当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利

用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員の総

数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用

児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通

園支援事業をいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」

という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育

所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居

宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、

当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利

用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員（子

ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項又は

第29条第１項の確認において定める利用定員をいう。）の総数

に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児

童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園

支援事業をいう。 

 （設備及び職員の基準の特例） 

  第21条の２ 子ども・子育て支援法第30条第１項第４号に規定す

る特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所におい

て一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規定は

適用しない。 

（準用） （準用） 
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第25条 第22条及び第23条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援

事業について準用する。この場合において、第22条中「一般型

乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援

事業」とし、第23条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」

とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。 

第25条 第22条及び第23条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援

事業について準用する。 

（電磁的記録） （電磁的記録） 

第26条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行う

ことが規定されている又は想定されているものについては、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。)により行うことができる。 

第26条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の

職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条

例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されて

いるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記

録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができ

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４０号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：こども部保育課】 

条例名 都城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日 制定年月 令和７年９月 

制定改廃の 

目的・背景 

国の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正

を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 利用定員について（第 15 条関係） 

 利用定員を乳児・幼児の区分ごとに定めるものから、乳児及び幼児の総数で定め

るものに変更。 

 

２ その他文言の修正等（第８条、第９条、第 12条、第 17 条、第 19 条、第 21 条

の２、第 25 条、第 26 条） 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第４１号 

 

 

   都城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 

 

 都城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり

制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

第２節 運営に関する基準（第４条―第32条） 

第３章 雑則（第33条） 

附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（子ども・子育て支援法（

平成24年法律第65号。以下「法」という。）第30条の20第１項に規定する特定乳

児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）に係る法第

54条の３において準用する法第46条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定める。 

（一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援

事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の

経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援

の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が

等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子ど

もをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就

学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければな

らない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市、特定教育・保育施設等（法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設

及び法第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他

の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に
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努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職

員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

（利用定員） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第54条の２第

１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとす

る。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規

定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支

援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援

事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を

定めるものとする。 

    第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第19条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により当該

特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特

定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ
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ればならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15

第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申

込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第54条の３において準用する法第54条第１項の規定により市が行うあっ

せん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第30条の15第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲げる

事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下この条に

おいて「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込

みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等（法第56条第１項に規定する教育・保育等

をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提

供される法第27条第１項に規定する特定教育・保育及び法第29条第１項に規定す

る特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係
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る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならな

い。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供

した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第５項（法第

30条の21第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳

児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特

定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けな

いときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定

乳児等通園支援費用基準額（法第30条の20第３項に規定する額をいう。次項にお

いて同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで

きる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

(１) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する

費用 

(２) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(３) 食事の提供に要する費用 

(４) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(５) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜

に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるも

のに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と

認められるもの 
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４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に

係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、

当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第14条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和23年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第6条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）

の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等

に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 
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第16条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保

護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握

に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第17条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行

っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第18条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支

援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によ

って乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意

見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第19条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（第22条において「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

(１) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(２) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(４) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(５) 第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種 

類、支払を求める理由及びその額 

(６) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(７) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用 

に当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

96



（勤務体制の確保等） 

第20条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な

特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ご

とに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当

たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認

定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等

通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気

通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的

として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送

に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、

信条、社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いを

してはならない。 

（虐待等の禁止） 

第24条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第25条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その
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業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第26条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用し

ようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その

希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、

その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第27条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号に規定す

る事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において

「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域

型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業

者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に

対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支

援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 
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（苦情解決） 

第28条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する

乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支

援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」

という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

30条の13において準用する法第14条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳

簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若し

くは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応

じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力す

るとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第29条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第30条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

(１) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。 

(２) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備
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すること。 

(３) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

（会計の区分） 

第31条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第32条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(１) 第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(２) 第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(３) 第18条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(５) 第30条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について 

の記録 

   第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第33条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報
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が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行う

ことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保

護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電

子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の

閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ

た当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製する

ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 
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４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するも
の 

(２) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取

得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」と

あり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。

）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項におい

て準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、

又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあ

るのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」

と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」

と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、

第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事

項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあ

るのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第

６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項に

おいて準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等

による同意の取得」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４１号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：こども部保育課】 

条例名 都城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

制定改廃区分 ■ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日 制定年月 新規制定 

制定改廃の 

目的・背景 

子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 総則 

趣旨、一般原則（第１条・第２条） 

 

２ 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

(１) 利用定員に関する基準（第３条） 

(２) 運営に関する基準（第４条から第 32 条まで） 

面談、心身の状況などの把握、特定教育・保育施設等との連携、緊急時等の対

応、運営規程、勤務体制の確保等、利用定員の遵守、虐待等の禁止、秘密保持等 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号） 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第４２号 

 

 

   都城市上下水道事業経営審議会条例の制定について 

 

 

 都城市上下水道事業経営審議会条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市上下水道事業経営審議会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定

に基づき、都城市上下水道事業経営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成18年条例第

290号）第３条に規定する水道事業、簡易水道事業及び下水道事業（以下「上下

水道事業」という。）の経営に関する重要事項について審議するため、都城市上

下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 (諮問) 

第３条 市長は、都城市水道事業給水条例（平成18年条例第292号）に規定する水道

料金、加入金及び手数料、都城市公共下水道条例（平成18年条例第239号）に規定

する公共下水道使用料、都城市農業集落排水施設条例（平成18年条例第171号）に

規定する農業集落排水施設使用料、都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に

関する条例（平成18年条例第237号）に規定する下水道事業受益者負担金並びに都

城市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成18年条例第173号）に規定する農業集

落排水事業分担金の額を制定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ審議

会の意見を聴くものとする。 

 （組織） 

第４条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (１) 知識経験を有する者 

 (２) 市内の水道使用者、公共下水道使用者又は農業集落排水施設使用者 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第６条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
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３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理す

る。 

 （会議） 

第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （都城市上下水道料金等審議会条例の廃止） 

２ 都城市上下水道料金等審議会条例（平成20年条例第21号）は、廃止する。 

 （都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に

関する条例の一部改正） 

３ 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に 

関する条例（平成18年条例第49号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１号の表中「上下水道料金等審議会委員」を「上下水道事業経

営審議会委員」に改める。 
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議案第４２号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：上下水道局総務課】 

条例名 都城市上下水道事業経営審議会条例 

制定改廃区分 ■ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 新規制定 

制定改廃の 

目的・背景 

経営の透明性を高めるとともに、専門的かつ多角的な視点から意見を聴取し、継

続的に外部評価を行う「上下水道事業経営審議会」を設置するため、新たに条例を

制定するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 趣旨・設置（第１条・第２条） 

 条例の趣旨、都城市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）の設置

について規定。 

 

２ 諮問（第３条） 

 水道料金等の額を制定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意

見を聴くことを規定。 

 

３ 組織・任期（第４条・第５条） 

 審議会委員の人数、構成、任期等を規定。 

 

４ 会長（第６条） 

 審議会の会長について規定。 

 

５ 会議（第７条） 

 審議会の会議について規定。 

 

６ その他（第８条・第９条） 

 庶務及び委任について規定。 

 

関係する法令 

及びその条項 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条第４項の３ 

制定改廃を要す

る関係条例等 

廃止：都城市上下水道料金等審議会条例(平成 19 年度条例第 21 号) 

備考  
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議案第４３号 

 

 

   都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実

費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関

する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例（平成18年条例第49号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（報酬及び費用弁償） （報酬及び費用弁償） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第１項第２号の規定にかかわらず、農業委員会会長、会長職

務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬については、

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて農業委員

会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の財源として国から

交付金が交付されたときは、同号の表に規定する月額の報酬に

加えて、年額200,000円を超えない範囲内で市長が定める額を支

給することができる。 

（報酬の支給方法）  （報酬の支給方法） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 前各項の規定にかかわらず、第２条第３項に規定する年額報

酬の支給方法については、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
1
3
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議案第４３号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：農業委員会事務局】 

条例名 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

農地利用最適化交付金を委員基礎報酬に加算支給できるようにするため、所要の

改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

農業委員会会長、会長職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬

について、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて農業委員会委員及

び農地利用最適化推進委員の報酬の財源として国から交付金が交付されたときは、

月額の報酬に加えて、年額 200,000 円を超えない範囲内で市長が定める額を支給す

ることができることとする。 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

農業委員会等に関する法律(昭和 26 年法律第 88 号)第６条第２項 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第４４号 

 

 

   都城市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市使用料条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市使用料条例等の一部を改正する条例 

 （都城市使用料条例の一部改正） 

第１条 都城市使用料条例（平成18年条例第100号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第６条関係） 別表第３（第６条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

事由２ (１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(10) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

事由２ (１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

 （都城市山之口多目的研修センター条例の一部改正） 

第２条 都城市山之口多目的研修センター条例（平成18年条例第108号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第15条関係） 別表第２（第15条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市長寿館条例の一部改正） 

第３条 都城市長寿館条例（平成18年条例第128号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

1
1
9



改正前 改正後 

別表第２（第15条関係） 別表第２（第15条関係） 

 

項目

区分 

利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(４) （略） 

(５) 体育協会が主催する行事で利用する場合 

 

(６)～(11) （略） 
 

項目

区分 

利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(４) （略） 

(５) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(６)～(11) （略） 

 （都城市山之口健康増進センター条例の一部改正） 

第４条 都城市山之口健康増進センター条例（平成18年条例第143号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第15条関係） 別表第２（第15条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市多目的研修集会施設条例の一部改正） 

第５条 都城市多目的研修集会施設条例（平成18年条例第190号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係） 

1
2
0



 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市教育集会所条例の一部改正） 

第６条 都城市教育集会所条例（平成18年条例第269号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第12条関係） 別表第２（第12条関係） 

 

利用区

分 

利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(10) （略） 
 

利用区

分 

利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

 （都城市地区体育館条例の一部改正） 

第７条 都城市地区体育館条例（平成18年条例第283号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係） 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を (１)～(３) （略） 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を (１)～(３) （略） 

1
2
1



 

目的と

する利 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

用 (５)～(11) （略） 
 

目的と

する利 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

用 (５)～(11) （略） 

  

 （都城市高城勤労青少年ホーム条例の一部改正） 

第８条 都城市高城勤労青少年ホーム条例（平成18年条例第357号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第14条関係） 別表第２（第14条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市農村環境改善センター条例の一部改正） 

第９条 都城市農村環境改善センター条例（平成18年条例第358号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第15条関係） 別表第２（第15条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(10) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

1
2
2



 （都城市公民館条例の一部改正） 

第10条 都城市公民館条例（平成21年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第11条関係） 別表第２（第11条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する場

合 

(１)～(３) （略） 

(４) 市又は地区体育協会が主催する行事で利用する

場合 

(５)～(10) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

 （都城市都市公園条例の一部改正） 

第11条 都城市都市公園条例（平成22年条例第42号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第５（第22条関係） 別表第５（第22条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部改正） 

第12条 都城市都市公園以外の公園に関する条例（平成22年条例第43号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

1
2
3



改正前 改正後 

別表第４（第21条関係） 別表第４（第21条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市弥五郎どん交流活性化センター条例の一部改正） 

第13条 都城市弥五郎どん交流活性化センター条例（平成27年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第13条関係） 別表第２（第13条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(９) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(９) （略） 

 （都城市高城横原地区コミュニティセンター条例の一部改正） 

第14条 都城市高城横原地区コミュニティセンター条例（平成27年条例第41号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係） 

区分 利用の形態 区分 利用の形態 

1
2
4



 

（略） 

公益を (１)～(３) （略） 

目的と

する利

用 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

（略） 

公益を (１)～(３) （略） 

目的と 

する利 

用 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会 

 及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

  

 （都城市高城原ふれあいスポーツ館条例の一部改正） 

第15条 都城市高城原ふれあいスポーツ館条例（平成27年条例第42号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(11) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

 （都城市ふれあい武道館条例の一部改正） 

第16条 都城市ふれあい武道館条例（平成27年条例第43号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係） 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会 

1
2
5



 

する利

用 

合 

(５)～(11) （略） 
 

する利

用 

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(11) （略） 

  

 （都城市山之口総合センター条例の一部改正） 

第17条 都城市山之口総合センター条例（令和４年条例第32号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第11条関係） 別表第３（第11条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(10) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

 （都城市高崎ふれあい多目的スポーツ館条例の一部改正） 

第18条 都城市高崎ふれあい多目的スポーツ館条例（令和７年条例第43号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第10条関係） 別表第２（第10条関係） 

 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場

合 

(５)～(10) （略） 
 

区分 利用の形態 

（略） 

公益を

目的と

する利

用 

(１)～(３) （略） 

(４) 都城市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会

及び体育協会が主催する行事で利用する場合 

(５)～(10) （略） 

 

1
2
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   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
2
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議案第４４号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：スポーツ部スポーツ政策課】 

条例名 都城市使用料条例等の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

スポーツ基本法の改正により、都城市体育協会から都城市スポーツ協会へ名称変

更を実施し、それに伴い、各地区体育協会においても地区スポーツ協会への名称変

更が進められていることを踏まえ、「市・地区体育協会」の名称を「都城市スポー

ツ協会並びに各地区スポーツ協会及び体育協会」に変更するため、所要の改正を行

うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

「市・地区体育協会（市又は地区体育協会）」及び「体育協会」の名称を「都城

市スポーツ協会並びに各地区スポーツ協会及び体育協会」に改正する。 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  

 

129



130



  

議案第４５号 

 

 

   都城市山之口木材加工センター条例を廃止する条例の制定について 

 

 

 都城市山之口木材加工センター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市山之口木材加工センター条例を廃止する条例 

 都城市山之口木材加工センター条例（平成 18 年条例第 185 号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４５号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：地域振興部山之口総合支所産業建設課】 

条例名 都城市山之口木材加工センター条例を廃止する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  ■ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

施設利用者が減少し、令和４年度から利用者がない状況に加え、木材加工備品の

経年劣化により、今後、木材加工センターとしての利用や他の公共施設の代替利用

等は見込めないため、条例を廃止するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

都城市山之口木材加工センター条例の廃止 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  

 

135
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議案第４６号 

 

 

   都城市高城農村婦人の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市高城農村婦人の家条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市高城農村婦人の家条例の一部を改正する条例 

 都城市高城農村婦人の家条例（平成18年条例第200号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（休館日） （休館日） 

第３条 婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。 第３条 婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 水曜日 (１) 日曜日、水曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）第３条に規定する休日 

(２) １月１日から１月３日まで及び12月29日から12月31日ま

で 

(２) １月２日、１月３日及び12月29日から12月31日まで 

  (３) ６月１日から９月30日まで（土曜日を除く。） 

別表（第10条関係） 別表（第10条関係） 

 （略） 
 

 （略） 
 

備考 備考 

１・２（略） １・２（略） 

３ 単位が午前又は午後の場合において、利用許可を受けた

時間を超えて利用するときは、超過時間１時間につき上表

に掲げる当該使用料の料率の４分の１の額を加算する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
3
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議案第４６号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：地域振興部高城総合支所産業建設課】 

条例名 都城市高城農村婦人の家条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

休館日の変更等を行うため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 休館日を次のとおり変更する。（第３条関係） 

(１) 日曜日、水曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第

３条に規定する休日 

(２) １月２日、１月３日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日まで 

(３) ６月１日から９月 30 日まで（土曜日を除く。） 

 

２ 別表（第 10 条関係）中、備考 第３項を削除 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  

 

141
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議案第４７号 

 

 

   都城市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 

 都城市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 都城市公設地方卸売市場業務条例（平成18年条例第215号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（取扱品目） （取扱品目） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 ２ 市長は、前項の取扱品目に食品等の持続的な供給を実現する

ための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の

適正化に関する法律（平成３年法律第59号。以下「食品等持続

的供給法」という。）第42条第１項に規定する指定飲食料品等

が含まれるときは、インターネットの利用その他の適切な方法

により、当該指定飲食料品等を公表するものとする。ただし、

市場において取扱予定がないものを除く。 

２ 前項に定める取扱品目の属する部類に疑義があるときは、市

長がこれを定める。 

３ 第１項に定める取扱品目の属する部類に疑義があるときは、

市長がこれを定める。 

（卸売予定数量等の報告及び公表） （卸売予定数量等の報告及び公表） 

第58条 （略） 第58条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適

切な方法により公表するものとする。 

(１) 第７条第２項に基づき公表された指定飲食料品等に係る

食品等持続的供給法第42条第１項第１号に規定する指標 

(２) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
4
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議案第４７号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：農政部農政課】 

条例名 都城市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

卸売市場法の改正に伴い、取り扱う指定飲食料品等の公表等について定めるた

め、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

「取り扱う指定飲食料品等」「指標」等の公表 

 本市場で取り扱う品目について、食品等の持続的な供給を実現するための食品等

事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法

律第 59 号）に規定される指定飲食料品等が含まれる場合には、インターネット等

により公表するよう規定する改正を行うもの。 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号） 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食

品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号） 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  

 

147
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議案第４８号 

 

 

   都城市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市都市公園条例の一部を改正する条例 

 都城市都市公園条例（平成22年条例第42号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （使用料等）  （使用料等） 

第21条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるとき

は、次条及び第23条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとす

る。 

第21条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるとき

は、第22条及び第23条の規定中「市長」とあるのは「指定管理

者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるもの

とする。 

別表第１（第７条、第21条関係） 別表第１（第７条、第21条関係） 

１～７ （略） 

８ 高崎総合公園の施設を利用する場合 

(１)～(５) （略） 

(６) たちばな北斗ハウス等 

１～７ （略） 

８ 高崎総合公園の施設を利用する場合 

(１)～(５) （略） 

(６) パークゴルフ場等 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の

額 

たちばな

北斗ハウ

ス 

A型（５人用１

棟） 

１泊 7,150円基礎額と消費税及び地

方消費税相当額との合

計額とする。この場合に

おいて、単位当たりの使

用料の額に10円未満の

端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。 

B型（７人用１

棟） 

同上 10,000

円

同上 

パークゴ プレー代 （略） （略）同上 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パークゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレー代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎額と消費税及び地

1
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ルフ場    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （略） 

 （略） 
 

ルフ場   方消費税相当額との合

計額とする。この場合に

おいて、単位当たりの使

用料の額に10円未満の

端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。 

 （略） 

 （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

有料施設等 利用時間 

 （略） 

高 崎 総 合

公園 

たちばな北斗ハ

ウス 

午後３時から翌日の午前10時まで

（宿泊の場合に限る。） 

パークゴルフ場  （略） 

 （略） 
 

有料施設等 利用時間 

 （略） 

高 崎 総 合

公園 

 

 

 

パークゴルフ場  （略） 

 （略） 
 

別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

有料施設等 休園日 

 （略） 

高 崎 総 合

公園 

たちばな北斗ハ

ウス 

第３水曜日の午後３時から第３金曜

日の午前10時まで。ただし、第３木

曜日が国民の休日又は８月15日に当

たるときは第４水曜日の午後３時か

ら翌々日の午前10時まで 

 パークゴルフ場  （略） 

 （略） 

 （略） 
 

有料施設等 休園日 

 （略） 

高 崎 総 合

公園 

 

 

  

   

パークゴルフ場  （略） 

 （略） 

 （略） 
 

 

1
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   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

1
5
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議案第４８号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：観光ＰＲ部みやこんじょＰＲ課】 

条例名 都城市都市公園条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 22 年 12 月 

制定改廃の 

目的・背景 

高崎総合公園たちばな北斗ハウスは、平成 24 年に当該敷地が土砂災害特別警戒

区域に指定され、また、施設の老朽化が著しく、利用者の安全性が確保できないこ

とから、当該施設の用途を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

 別表第１（第７条、第 21 条関係）、別表第２（第７条関係）及び別表第３（第

８条関係）から、たちばな北斗ハウスに係る規定を削る。 

 

 

 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  

 

155
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議案第４９号 

 

 

   都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

 

 都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例の一部を改正する条例 

 都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例（令和６年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （施設） 

第２条 観光スポーツ交流センターの施設は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 待合所 

(２) 交流広場 

（事業） （事業） 

第２条 観光スポーツ交流センターは、次に掲げる事業を行う。 第３条 観光スポーツ交流センターは、次に掲げる事業を行う。 

(１)～(３) （略）  (１)～(３) （略） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成

するために市長が必要とみとめる事業 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達

成するために市長が必要とみとめる事業 

（利用時間） （利用時間） 

第３条 観光スポーツ交流センターの利用時間は、午前０時から

午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、こ

れを変更することができる。 

第４条 観光スポーツ交流センターの利用時間は、午前０時から

午後12時までとし、イベント等で利用する場合は、午前８時か

ら午後９時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、

これを変更することができる。 

（管理の原則） （管理の原則） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

（利用の許可） （利用の許可） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

（利用の制限） （利用の制限） 

1
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第７条 （略） 第８条 （略） 

（利用権の譲渡の禁止） （利用権の譲渡の禁止） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

（原状回復） （原状回復） 

第９条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第６条の規定

により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたと

きは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

第10条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第７条の規定

により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたと

きは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

（損害賠償） （損害賠償） 

第10条 （略） 第11条 （略） 

（委任） （委任） 

第11条 （略） 第12条 （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市山之口駅観光スポーツ交流センターに係る

利用の許可等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。 

1
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議案第４９号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：地域振興部山之口総合支所地域生活課】 

条例名 都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 令和６年３月 

制定改廃の 

目的・背景 

交流広場の供用を開始するため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 施設を規定（第２条関係） 

観光スポーツ交流センターの施設として以下の施設を規定 

(１) 待合所 

(２) 交流広場 

 

２ 利用時間の変更（第４条関係） 

観光スポーツ交流センターの利用時間を、午前０時から午後 12 時までとし、イ

ベント等で利用する場合は、午前８時から午後９時までとする。 

 

３ その他条ずれ等の修正（第３条及び第５条から第 10 条まで） 

 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

 

備考  
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議案第５０号 

 

 

   一般国道１０号交差点新設工事に関する基本協定の締結について 

 

 

都城インター工業団地高木北地区における一般国道１０号交差点新設工事の国交

省施行に伴い、次のとおり基本協定を締結することについて、地方自治法第９６条

第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田  宜 永 

 

 

１ 協 定 の 目 的   一般国道１０号交差点新設工事 

 

２ 協 定 の 方 法   随意契約 

 

３ 協 定 の 金 額   ２４６，２５４，４２９円 

 

４ 協定の相手方   国土交通省 九州地方整備局 
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議案第５０号関係資料 

 

基本協定書 

 

１ 協 定 概 要  一般国道１０号交差点新設工事に係る基本協定 

都城インター工業団地高木北地区造成等工事の市道取付にお

いて、取付先となる国道１０号の交差点新設工事が必要とな

るため、当該道路を所管する国土交通省九州地方整備局に当

該工事を委託し、工事委託に要する基本協定の締結を行うも

の。（道路工事一式） 

 

２ 協 定 金 額  ２４６，２５４，４２９円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額２２，３８６，７６６円） 

            

３ 受託工事契約  令和８年度 １４０，１４４，４２９円 

令和９年度 １０６，１１０，０００円 

合   計 ２４６，２５４，４２９円 

（消費税及び地方消費税込み） 
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議案第５１号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和７年３月２１日に議決された議案第４２号「工事請負契約の締結について」

の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ７８６，２２１，７００円 
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議案第５１号関係資料 

 

議案第４２号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ６企工第２号 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区（２工

区）造成等工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、

地方自治法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和７年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 契 約 の 目 的  Ｒ６企工第２号 工業団地造成事業 

都城インター工業団地高木北地区（２工区）造成等工事 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額  ６５９，１２０，０００円 

 

４ 契約の相手方  𠮷原・木場・上村 特定建設工事共同企業体 

          代表者 都城市中原町３２街区１号 

𠮷原建設 株式会社 
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Ｒ６企工第２号 工業団地造成事業 

都城インター工業団地高木北地区（２工区）造成等工事 

 

１ 工事概要 

・開発区域     Ａ＝52,906 ㎡ 

・造成工 切土  Ｖ＝2,020 ㎥ ・造成工 盛土  Ｖ＝76,599 ㎥ 

・道路築造工   Ｎ＝一式   ・雨水排水工   Ｎ＝一式 

・調整池工    Ｎ＝一式   ・緑地工     Ｎ＝一式 

・防災施設工   Ｎ＝一式   ・消防水利工   Ｎ＝一式 

・撤去工     Ｎ＝一式   ・敷地境界工   Ｎ＝一式 

・仮設工     Ｎ＝一式   ・地区外道路工  Ｎ＝一式 

・市道改良工   Ｎ＝一式   ・旧河川護岸撤去 Ｎ＝一式    

 

２ 予定価格  ６６５，８２６，７００円（消費税及び地方消費税込み） 

６０５，２９７，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

３ 落札価格  ６５９，１２０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

５９９，２００，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 落 札 率  ９８．９９％ 

 

５ 入札参加業者及び入札結果 

入札参加業者 第１回入札金額（円） 摘要 

𠮷原・木場・上村 特定建設工事共同企業体 

（５０：３０：２０） 
599,200,000 落札 

桜木・丸宮・坂元 特定建設工事共同企業体 

（５０：３０：２０） 
605,000,000  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 
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専決第１５号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事

の変更契約の締結について、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年６月１０日専決 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

議決年月日 令和７年３月２１日（令和７年議案第４２号） 

工 事 件 名 
Ｒ６企工第２号 工業団地造成事業 

都城インター工業団地高木北地区（２工区）造成等工事 

相 手 方 𠮷原・木場・上村 特定建設工事共同企業体 

変 更 事 項 契約金額 

議 決 の あ っ た 契 約 金 額 ６５９，１２０，０００円 

今 回 変 更 後 の 契 約 金 額 ６７６，１３４，８００円 

議 決 金 額 か ら の 増 減 額 
１７，０１４，８００円増額 

（増減率２．５８％増） 

変 更 理 由 

次の理由により、契約金額の変更を行うもの。 

・新労務単価（令和７年３月単価）の適用に係る特例措置の請求により増

額するもの。 

（文書取扱 総務部契約課） 
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議案第１４０号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和７年３月２１日に議決された議案第４２号「工事請負契約の締結について」

の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和７年９月２日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ７３１，９７６，３００円 
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１ 変更理由 

・造成工事において大量に必要となる盛土材を公共工事残土で確保することとし

ているが、本工事の計画工程で進捗した場合、盛土材調達見込み量では盛土材

が不足し、現場の手待ちや施工遅延に繋がるため、盛土材とする購入土量を追

加するもの。 

・本工事エリアは旧河川を埋め立て、農業用地として土地利用されていたことか

ら、詳細設計の段階で電磁探査により旧護岸の位置を調査し、構造物の撤去範

囲を決定していた。しかし、電磁探査結果以外の範囲からも構造物が出土した

ため、過去の航空写真を基に、構造物が残置されている想定範囲において掘削

による調査を追加し、構造物を撤去及び処分したことにより増額するもの。 

 

２ 変更内訳 

工 種 変更内容 追加費用額（円） 

造成工 盛土購入量の追加 ３３，９６６，０００円 

旧河川護岸 

撤去工 

調査範囲の追加 

構造物の撤去及び処分の

追加 

１５，３４８，０００円 

合計（税抜） ４９，３１４，０００円 

消費税及び地方消費税額 ４，９３１，４００円 

追加費用総計 ５４，２４５，４００円 

 

３ 変更後の契約金額 

  現在の契約金額     ７３１，９７６，３００円 

  追加費用額        ５４，２４５，４００円 

  変更後の契約金額    ７８６，２２１，７００円 
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議案第５２号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和６年１２月１８日に議決された議案第１３５号「工事請負契約の締結につい

て」の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ４７９，０４０，１００円 
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議案第５２号関係資料 

 

議案第１３５号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 梅北インター工業団地（３・４工区）造成

等工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治

法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和６年１１月２９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 契 約 の 目 的   Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 

 梅北インター工業団地（３・４工区）造成等工事 

 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額   ２８２，８１０，０００円 

 

４ 契約の相手方   都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市神之山町４８６６番地２ 

都北産業 株式会社 
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Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 

梅北インター工業団地（３・４工区）造成等工事 

 

１ 工事概要 

・開発区域     Ａ＝20,647 ㎡ 

・造成工 切土  Ｖ＝2,560 ㎥ 

・盛土      Ｖ＝17,624 ㎥ 

・防災施設工   Ｎ＝一式   ・調整池工  Ｎ＝一式 

・道路築造工   Ｎ＝一式   ・仮設工   Ｎ＝一式 

・雨水排水工   Ｎ＝一式   ・緑地工   Ｎ＝一式 

・地区外用水路工 Ｎ＝一式   ・撤去工   Ｎ＝一式 

 

２ 予定価格  ２８５，７６３，５００円（消費税及び地方消費税込み） 

２５９，７８５，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

３ 落札価格  ２８２，８１０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

２５７，１００，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 落 札 率  ９８．９６％ 

 

５ 入札参加業者及び入札結果 

入札参加業者  第１回入札金額（円） 摘要 

都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

（５０：３０：２０） 
257,100,000 落札 

南星・今元・博栄 特定建設工事共同企業体 

（４０：３０：３０） 
259,785,000  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 
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専決第７１号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事

の変更契約の締結について、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月１１日専決 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

議決年月日 令和６年１２月１８日（令和６年議案第１３５号） 

工 事 件 名 
Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 梅北インター工業団地（３・４工

区）造成等工事 

相 手 方 都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

変 更 事 項 契約金額 

議決のあった契約金額 ２８２，８１０，０００円 

今回変更後の契約金額 ２９０，１６９，０００円 

議決金額からの増減額 
７，３５９，０００円増額 

（増減率２．６０％増） 

変 更 理 由 

次の理由により、契約金額の変更を行うもの。 

・樹木の伐採作業追加による増額 

・追加の樹木伐採及び工事範囲の除草処分費用追加による増額 

（文書取扱 総務部契約課） 
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議案第１００号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和６年１２月１８日に議決された議案第１３５号「工事請負契約の締結につい

て」の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ４１４，３５２，４００円 
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１ 変更理由 

・工事エリアにおいて掘削を実施したところ、湧水が継続的に発生していること

が確認されたため、地盤の軟弱化による道路等の沈下や変形等の発生を抑制し、

安定性を確保することを目的として、湧水処理のための排水施設工（埋設排水

管等）及び水替工を追加するもの。 

・調整池の施工箇所において掘削を実施したところ、調整池の底面部となる地盤

が想定より軟弱であることが判明したことから、構造物の安定性及び品質を確

保する目的で、割栗石による現地盤改良工を追加するもの。 

・本工事では、国が推奨しているICT技術活用を受注者の希望に応じて採用可能

な仕様としており、受注者からICT活用の協議があったことから、取り組みに

必要な経費として３次元測量費等を追加するもの。 

・その他、工事の実施に伴う数量の増減。 

 

２ 変更内訳 

工 種 変更内容 追加費用額（円） 

雨水排水工 

仮設工 

湧水処理のための排水施設工を追加 

構造物施工における水替工を追加 
２４，７１７，０００円 

調整池工 割栗石による現地盤改良工の追加 ２５，３４７，０００円 

技術管理費 ICT活用による３次元測量費等の追加 １２，５１９，０００円 

その他 工事実施に伴う数量の増減 ▲３，７７６，０００円 

合計（税抜） ５８，８０７，０００円 

消費税及び地方消費税額 ５，８８０，７００円 

追加費用総計 ６４，６８７，７００円 

 

３ 変更後の契約金額 

  現在の契約金額     ４１４，３５２，４００円 

  追加費用額        ６４，６８７，７００円 

  変更後の契約金額    ４７９，０４０，１００円 
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議案第５４号 

 

 

   薬科休日急患診療事業事務の委託に関する三股町との協議について 

 

 

 地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき別紙のとおり規約を定め、三

股町の薬科休日急患診療事業事務を受託することについて協議するため、同条第３

項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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三股町と都城市との薬科休日急患診療事業事務委託に関する規約 

（事務の委託に伴う関係地方公共団体） 

第１条 事務の委託をする地方公共団体及び事務の委託を受ける地方公共団体は、

次のとおりとする。 

委託する側 三股町（甲） 

受託する側 都城市（乙） 

（委託事務の範囲） 

第２条 甲は、甲における薬科休日急患診療事業に関する事務（以下「委託事務」

という。）の管理及び執行を乙に委託する。 

（管理及び執行の方法） 

第３条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、すべて乙が行うものと

する。 

（経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。 

２ 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納入時期については、甲及び乙

が協議して定める。 

（予算の計上） 

第５条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、乙の歳入歳出予算に計上

するものとする。 

（収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料及び手数料その他の収入は、乙の収

入とする。 

（決算の場合の措置） 

第７条 乙は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規定により、

決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通

知するものとする。 

（事務管理状況等の通知） 

第８条 乙は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲に通

知するものとする。 
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（条例等制定改廃の場合の措置） 

第９条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他

の関係規程（以下「条例等」という。）を制定又は改廃した場合は、直ちに甲に

通知するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに条例等を公布又は公表す

るものとする。 

（連絡会議） 

第10条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行並びに委託料等について、連絡調整

を図るため、連絡会議を開くものとする。 

（その他） 

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５５号 

 

 

   薬科休日急患診療事業事務の委託に関する曽於市との協議について 

 

 

 地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき別紙のとおり規約を定め、曽

於市の薬科休日急患診療事業事務を受託することについて協議するため、同条第３

項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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曽於市と都城市との薬科休日急患診療事業事務委託に関する規約 

（事務の委託に伴う関係地方公共団体） 

第１条 事務の委託をする地方公共団体及び事務の委託を受ける地方公共団体は、

次のとおりとする。 

委託する側 曽於市（甲） 

受託する側 都城市（乙） 

（委託事務の範囲） 

第２条 甲は、甲における薬科休日急患診療事業に関する事務（以下「委託事務」

という。）の管理及び執行を乙に委託する。 

（管理及び執行の方法） 

第３条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、すべて乙が行うものと

する。 

（経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。 

２ 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納入時期については、甲及び乙

が協議して定める。 

（予算の計上） 

第５条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、乙の歳入歳出予算に計上

するものとする。 

（収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料及び手数料その他の収入は、乙の収

入とする。 

（決算の場合の措置） 

第７条 乙は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規定により、

決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通

知するものとする。 

（事務管理状況等の通知） 

第８条 乙は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲に通

知するものとする。 
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（条例等制定改廃の場合の措置） 

第９条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他

の関係規程（以下「条例等」という。）を制定又は改廃した場合は、直ちに甲に

通知するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに条例等を公布又は公表す

るものとする。 

（連絡会議） 

第10条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行並びに委託料等について、連絡調整

を図るため、連絡会議を開くものとする。 

（その他） 

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５６号 

 

 

   薬科休日急患診療事業事務の委託に関する志布志市との協議について 

 

 

 地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき別紙のとおり規約を定め、志

布志市の薬科休日急患診療事業事務を受託することについて協議するため、同条第

３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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志布志市と都城市との薬科休日急患診療事業事務委託に関する規約 

（事務の委託に伴う関係地方公共団体） 

第１条 事務の委託をする地方公共団体及び事務の委託を受ける地方公共団体は、

次のとおりとする。 

委託する側 志布志市（甲） 

受託する側 都城市（乙） 

（委託事務の範囲） 

第２条 甲は、甲における薬科休日急患診療事業に関する事務（以下「委託事務」

という。）の管理及び執行を乙に委託する。 

（管理及び執行の方法） 

第３条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、すべて乙が行うものと

する。 

（経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。 

２ 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納入時期については、甲及び乙

が協議して定める。 

（予算の計上） 

第５条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、乙の歳入歳出予算に計上

するものとする。 

（収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料及び手数料その他の収入は、乙の収

入とする。 

（決算の場合の措置） 

第７条 乙は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規定により、

決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通

知するものとする。 

（事務管理状況等の通知） 

第８条 乙は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲に通

知するものとする。 
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（条例等制定改廃の場合の措置） 

第９条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他

の関係規程（以下「条例等」という。）を制定又は改廃した場合は、直ちに甲に

通知するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに条例等を公布又は公表す

るものとする。 

（連絡会議） 

第10条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行並びに委託料等について、連絡調整

を図るため、連絡会議を開くものとする。 

（その他） 

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５７号 

 

 

   市道の認定及び廃止について 

 

 

 別紙のとおり市道を認定及び廃止することについて、道路法第８条第２項及び第

１０条第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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　市内全域　

路線番号 路　　線　　名 備 考

8 甲斐元通線 都城市 早鈴町 都城市 五十町 資料番号①

　庄内・横市地区　

路線番号 路　　線　　名 備 考

20670 乙房670号線 都城市 乙房町 都城市 乙房町 資料番号②

20671 乙房671号線 都城市 乙房町 都城市 乙房町 資料番号②

20672 乙房672号線 都城市 乙房町 都城市 乙房町 資料番号②

　沖水地区　

路線番号 路　　線　　名 備 考

40550 高木原550号線 都城市 高木町 都城市 高木町 資料番号⑤

40556 高木・太郎坊556号線 都城市 高木町 都城市 太郎坊町 資料番号⑤

40557 高木・太郎坊557号線 都城市 高木町 都城市 太郎坊町 資料番号⑤

40558 太郎坊558号線 都城市 太郎坊町 都城市 太郎坊町 資料番号⑤

40559 太郎坊559号線 都城市 太郎坊町 都城市 太郎坊町 資料番号④

40560 太郎坊560号線 都城市 太郎坊町 都城市 太郎坊町 資料番号④

40055 金田55号線 都城市 金田町 都城市 金田町 資料番号④

40561 金田561号線 都城市 金田町 都城市 金田町 資料番号④

40056 都北56号線 都城市 都北町 都城市 都北町 資料番号④

40446 都北・金田446号線 都城市 都北町 都城市 金田町 資料番号③

40562 金田562号線 都城市 金田町 都城市 金田町 資料番号③

40563 金田563号線 都城市 金田町 都城市 金田町 資料番号③

40564 金田564号線 都城市 金田町 都城市 金田町 資料番号③

起　　　　　点 終　　　　　点

起　　　　　点 終　　　　　点

　別紙

市道路線の認定

起　　　　　点 終　　　　　点
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　市内全域　

路線番号 路　　線　　名 備 考

8 甲斐元通線 都城市 早鈴町 都城市 都島町 資料番号①

　沖水地区　

路線番号 路　　線　　名 備 考

40550 高木原550号線 都城市 高木町 都城市 高木町 資料番号⑤

40548 高木原548号線 都城市 高木町 都城市 高木町 資料番号⑤

40055 金田55号線 都城市 金田町 都城市 都北町 資料番号④

40056 都北・金田56号線 都城市 都北町 都城市 金田町 資料番号④

40446 金田446号線 都城市 都北町 都城市 金田町 資料番号③

　五十市地区　

路線番号 路　　線　　名 備 考

50955 中尾955号線 都城市 五十町 都城市 五十町 資料番号①

起　　　　　点 終　　　　　点

市道路線の廃止

起　　　　　点 終　　　　　点

起　　　　　点 終　　　　　点
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資料番号①

資料番号①

市内全域・五十市地区

都城工業高校●

五十市小●

●南小

●川の駅公園

城山公園●

認定路線

案内図

廃止路線
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凡 例

認定路線

廃止路線

位置図

資料番号①

認定路線

廃止路線

市内全域・五十市地区

50955 中尾955号線

延長Ｌ＝311.00ｍ

幅員Ｗ＝6.3～26.4ｍ

2
0
4



資料番号⑤

資料番号②③④⑤

認定路線

沖水地区、庄内・横市地区

資料番号④

資料番号③

資料番号②

凡 例

認定路線

廃止路線

都城志布志道路

●沖水中

大淀川
沖水小●

●都城高専乙房ＩＣ

おきみずＩＣ

●乙房小

廃止路線

案内図

2
0
5



位置図

資料番号②

認定路線

廃止路線

庄内・横市地区

凡 例

認定路線

都城志布志道路

2
0
6



位置図

資料番号③

認定路線

廃止路線

沖水地区

南小

凡 例

認定路線

廃止路線

都城志布志道路

↓至都城高専

2
0
7



位置図

資料番号④

認定路線

廃止路線

沖水地区

凡 例

認定路線

廃止路線

都城志布志道路

道の駅

ＮⅰＱＬＬ

沖水小

2
0
8



凡 例

認定路線

廃止路線

都城志布志道路

位置図

資料番号⑤

認定路線

廃止路線

沖水地区

2
0
9


